
成績 家計 その他 内容

入学者 不定 減免 ○ ○ 経済的理由により困難かつ成績優秀であること 入学時

全学生 不定 減免 ○ ○ 経済的理由により困難かつ成績優秀であること 半期毎決定

学部入学者・大学院入学者 減免 〇 〇 〇

入学料免除
(1)学部入学者
a.入学前1年以内に、次のような理由で入学料を納付することが著しく困難であると認められる場合。
学資負担者(入学者本人の学資を主として負担している者)が死亡した場合。
入学者本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合。
b.上記aに準ずる場合であって、相当と認められる理由がある場合。
(2)大学院入学者
a.入学者本人が経済的理由により入学料を納付することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀であると認めら
れる場合。
b.入学前1年以内に、次のような理由で入学料を納付することが著しく困難であると認められる場合。
学資負担者(入学者本人の学資を主として負担している者)が死亡した場合。
入学者本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合。
c.上記bに準ずる場合であって、相当と認められる理由がある場合。
入学料徴収猶予
経済的理由により入学料をその納付期限までに納付することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀であると
認められる者。その他やむを得ない事情があると認められる者。

単年

学部入学者・大学院入学者 減免 〇 〇

以下の2点すべてに該当する学生に対し、被災状況に応じて入学料免除の支援を行う。
①災害救助法適用地域に主たる学資負担者が居住し、り災した事実を公的証明書等により証明が可能な学生
※独立生計者（学部学生を除く）は、持ち家の場合のみ対象
②以下のいずれかに該当する甚大な被害を受けた世帯の学生
○主たる学資負担者が死亡または行方不明となった場合
○主たる学資負担者の居住する家屋が、「全壊」、「大規模半壊」または「福島第一原子力発電所事故により、警戒
区域または計画的避難区域となり居住不可能」となり、著しい被害を受けた場合
※被災程度が半壊、一部損壊の方については、平成28年度より震災枠の対象外

単年

在学生 減免 〇 〇 〇

授業料免除
・経済的理由により、授業料を納付することが困難であると認められ、かつ、学業成績が優秀であると認められる者、
その他やむを得ない事情があると認められる者
授業料徴収猶予・月割分納
・経済的理由により、授業料をその納付期限までに納付することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀である
と認められる者、その他やむを得ない事情があると認められる者

半期

在学生 減免 〇 〇

以下の2点すべてに該当する学生に対し、被災状況に応じて授業料免除の支援を行う。
①災害救助法適用地域に主たる学資負担者が居住し、り災した事実を公的証明書等により証明が可能な学生
※独立生計者（学部学生を除く）は、持ち家の場合のみ対象
②以下のいずれかに該当する甚大な被害を受けた世帯の学生
○主たる学資負担者が死亡または行方不明となった場合
○主たる学資負担者の居住する家屋が、「全壊」、「大規模半壊」または「福島第一原子力発電所事故により、警戒
区域または計画的避難区域となり居住不可能」となり、著しい被害を受けた場合
※被災程度が半壊、一部損壊の方については、平成28年度より震災枠の対象外

半期

正規生 規定なし 減免 ○ ○

(1)経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
(2)入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡し、又
は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる者
(3)入学前1年以内において、学資負担者が真にやむを得ない事由により失職し、免除の申請時に著しく経済的に困
難をきたしている者
(4)その他、上記(2)又は(3)に準ずる特別な事情があり、免除の申請時に著しく経済的に困難をきたしている者

―

正規生 規定なし ○ ○

(1)経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
(2)入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡し、又
は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる者
(3)入学前1年以内において、学資負担者が真にやむを得ない事由により失職し、免除の申請時に著しく経済的に困
難をきたしている者
(4)その他、上記(2)又は(3)に準ずる特別な事情があり、免除の申請時に著しく経済的に困難をきたしている者

延納

正規生 規定なし 減免 ○ ○

(1)経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
(2)授業料の納付の時期前６ヶ月以内において、家計支持者が死亡又は風水害等の災害を受け、授業料の納付が
著しく困難であると認められる者
(3)授業料の納付の時期前6ヶ月以内において、家計支持者が解雇等やむを得ない事由により失職し、著しく経済的
に困難をきたしている者
(4)その他特別な事情があると認められる者

半期ごと

正規生 規定なし ○ ○

1)経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
(2)授業料の納付の時期前６ヶ月以内において、家計支持者が死亡又は風水害等の災害を受け、授業料の納付が
著しく困難であると認められる者
(3)授業料の納付の時期前6ヶ月以内において、家計支持者が解雇等やむを得ない事由により失職し、著しく経済的
に困難をきたしている者
(4)その他特別な事情があると認められる者

延納又は分納

正規生 規定なし 減免 ○
主たる学資負担者が死亡又は真にやむを得ない事由で失職したことにより家計が急変し、
著しく経済的に困窮し、学業継続が困難となった学生

1人につき在学中1回

申請条件に該当する入学者 年度により変動 減免 ○ ○

ア.入学前1年以内に，学費負担者が死亡したことにより，入学料の納入が著しく困難であると認められる場合
イ.入学前1年以内に，本人又は学費負担者が風水害等の災害を受け，入学料の納入が著しく困難である場合，又は
これに準ずる場合で相当の理由があると認められる場合
ウ.大学院入学の方で，経済的理由により入学料の納入が困難であり，かつ学業優秀と認められる場合

入学時

年度により変動 年度により変動 減免 ○ ○
ア.経済的理由によって授業料の納入が困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合
イ.入学前1年間以内に，学資負担者が死亡，又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
ウ.上記に準ずる場合で，授業料の納入が著しく困難であると認められる場合

前期

年度により変動 年度により変動 減免 ○ ○
ア.経済的理由によって授業料の納入が困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合
イ.入学前1年間以内に，学資負担者が死亡，又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
ウ.上記に準ずる場合で，授業料の納入が著しく困難であると認められる場合

後期

申請条件に
該当する在学生

1名 給付 ○ ○
経済的に困窮しつつも勉学に励み、優秀な成績を修めている学生が経済的な負担を過度に
心配することなく修学できることを目的に支給する。 年１回

30年度4月入学者 16 減免 ○ ○ ○ 経済的事由、学業、その他事情 30年度入学料

誰でも申請できる 49 減免 ○ ○ ○ 経済的事由、学業、その他事情 30年度前期分

誰でも申請できる 51 減免 ○ ○ ○ 経済的事由、学業、その他事情 30年度後期分

学部生を含む 7/92 減免 ○ ○

入学料の免除は、次のいずれかに該当する場合について行うことができる。
一　学部又は大学院に入学する者（聴講生、研究生等として入学する者を除く。以下同じ。）であって、入学前１年以
内において、学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が
風水害等の災害を受けたことにより納付が著しく困難な場合
二　前号に準ずる場合であって、相当と認める事由がある場合
三　大学院に入学する者であって、経済的理由により納付が困難であり、かつ、学業優秀な場合

学部生を含む 27/200 減免 ○ ○

授業料の免除は、次のいずれかに該当する場合について行うことができる。
一　経済的理由によって納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
二　次のいずれかに該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合
イ　授業料の各期ごとの納期前６月以内（新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前
１年以内）において、本人の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡し、又は本人若しく
は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
ロ　イに準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合

前期

学部生を含む 27/195 減免 ○ ○

授業料の免除は、次のいずれかに該当する場合について行うことができる。
一　経済的理由によって納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
二　次のいずれかに該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合
イ　授業料の各期ごとの納期前６月以内（新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前
１年以内）において、本人の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡し、又は本人若しく
は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
ロ　イに準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合

後期

全学 減免 ○ 成績優秀 ６か月

全学 減免 ○ 成績優秀 ６か月

全学 減免 ○ 成績優秀 ６か月

全学 減免 ○ 成績優秀 ６か月

入学生
申請者で基準を満たす
ものから若干名を選考 減免 ○ ○ 本学の定める家計基準及び学力基準のいずれにも該当している者の中から免除実施額の範囲内で選考する 入学時1回

在学生
申請者で基準を満たす
ものから若干名を選考 減免 ○ ○ 本学の定める家計基準及び学力基準のいずれにも該当している者の中から免除実施額の範囲内で選考する 前期

在学生
申請者で基準を満たす
ものから若干名を選考 減免 ○ ○ 本学の定める家計基準及び学力基準のいずれにも該当している者の中から免除実施額の範囲内で選考する 後期

院生 定員の約１０％ 減免 ○ ○ 経済的理由で授業料納付が困難 半期毎　計２回

院生 各学年の定員１割以内 減免 ○ 成績優秀者 半期毎　計２回

在学生
法科大学院の授業料
収入予定額の12.0% 減免 ○ ○  ・優秀者・経済的な理由により授業料の納入が困難な者 前・後期

在学生
法科大学院の授業料
収入予定額の12.0% 減免 ○ ○  ・優秀者・経済的な理由により授業料の納入が困難な者 前・後期

入学生
全学の入学料
収入予定額の4% 減免 ○ ○  ・優秀者・経済的な理由により授業料の納入が困難な者 入学時

資格・条件
支給・免除

期間

入学料免除 全額免除・半額免除

大学名 名称 対象

人数
又は
割合

（○／○）

種類  支給・免除内容

入学料免除（震災分） 全額又は半額の免除

授業料免除・徴収猶予・月割分納 全額，半額又は３分の１の額の免除

授業料免除 全額免除・半額免除・1/4額免除

入学料免除・徴収猶予 全額又は半額の免除

入学料猶予 入学料全額又は半額

授業料免除 前期及び後期それぞれの授業料の全額,半額,1/3

授業料免除（震災分） 全額又は半額の免除

入学料免除 入学料全額又は半額

入学料免除 入学料の半額または全額を免除する

前期授業料免除 授業料の半額または全額を免除する

授業料猶予 前期及び後期それぞれの授業料の全額,半額,1/3

筑波大学学生奨学金制度 20万円（1名につき1回）

入学料免除  全額免除もしくは半額免除

授業料免除（前期）  全額免除もしくは半額免除

後期授業料免除 授業料の半額または全額を免除する

千葉大学ＳＥＥＤＳ
基金による奨学金

20万円

授業料免除・徴収猶予 全額免除、半額免除、徴収猶予

授業料免除・徴収猶予 全額免除、半額免除、徴収猶予

授業料免除（後期）  全額免除もしくは半額免除

入学料免除・徴収猶予 全額免除、半額免除、徴収猶予

秋学期授業料免除 授業料全額免除

秋学期授業料免除 授業料半額免除

春学期授業料免除 授業料全額免除

春学期授業料免除 授業料半額免除

授業料免除 授業料の全額又は半額の免除

授業料等免除 授業料（40.2万円）

入学料免除 入学料の全額又は半額の免除

授業料免除 授業料の全額又は半額の免除

授業料免除（後期） 授業料全額ないし半額免除相当

入学料免除 入学料全額ないし半額免除相当

成績優秀者に対する授業料免除 授業料（40.2万円）

授業料免除（前期） 授業料全額ないし半額免除相当

北海道大学

東北大学

筑波大学

横浜国立大学

金沢大学

静岡大学

名古屋大学

千葉大学

東京大学

一橋大学

平成３０年度　法科大学院生も利用可能な学内の経済的支援制度



成績 家計 その他 内容

資格・条件
支給・免除

期間
大学名 名称 対象

人数
又は
割合

（○／○）

種類  支給・免除内容

全学生
一定の学業基準を満たしてい
る学生について、予算の範囲
内で採用※

減免 ○ ○ 経済事情および学業優秀者 前期

全学生
一定の学業基準を満たしてい
る学生について、予算の範囲
内で採用※

減免 ○ ○ 経済事情および学業優秀者 前期

全学生
一定の学業基準を満たしてい
る学生について、予算の範囲
内で採用※

減免 ○ ○ 経済事情および学業優秀者 後期

全学生
一定の学業基準を満たしてい
る学生について、予算の範囲
内で採用※

減免 ○ ○ 経済事情および学業優秀者 後期

新入生
一定の学業基準を満たしてい
る学生について、予算の範囲
内で採用※

減免 ○ ○ 経済事情および学業優秀者 4月入学時期

新入生
一定の学業基準を満たしてい
る学生について、予算の範囲
内で採用※

減免 ○ ○ 経済事情および学業優秀者 4月入学時期

新入生
予算の範囲内で申請　状況
に応じて免除者（全額免除ま
たは半額免除）を決定

減免 ○ 経済的理由により入学料の納付が困難 平成30年度

全学生
予算の範囲内で申請　状況
に応じて免除者（全額免除ま
たは半額免除）を決定

減免 ○ 経済的理由により授業料の納付が困難 平成30年度前期

全学生
予算の範囲内で申請　状況
に応じて免除者（全額免除ま
たは半額免除）を決定

減免 ○ 経済的理由により授業料の納付が困難 平成30年度後期

入学する者 大学院入学者の４％内 減免 ○ ○ 入試成績が優秀で経済的に困窮している者 入学時

全員 予算額まで 減免 ○ ○ 学業成績等が優秀で経済的に困窮している者 前期

全員 予算額まで 減免 ○ ○ 学業成績等が優秀で経済的に困窮している者 前期

全員 予算額まで 減免 ○ ○ 学業成績等が優秀で経済的に困窮している者 後期

全員 予算額まで 減免 ○ ○ 学業成績等が優秀で経済的に困窮している者 後期

学部学生及び大学院学生 予算の範囲内 減免 ○ ○ ○
・経済的理由により、入学料の納入が困難であり、かつ学業優秀と認められる者
・入学前1年以内に入学者の学資を主として負担している者が死亡、または入学者もしくは学資負担者が風水害等
の災害を受けたため入学料の納入が著しく困難な者

入学年度

学部学生及び大学院学生 予算の範囲内 減免 ○ ○ ○
・経済的理由により、授業料の納入が困難であり、かつ学業優秀と認められる者
・各半期の始期前１年以内に学生の学資を主として負担している者が死亡、または学生もしくは学資負担者が風水
害等の災害を受けたため授業料の納入が困難な者

学期ごと

全学 全学で146人 給付 ○ ○ 後期分

全学 全学で10人程度 給付 ○ ○ １年間

全学 全学で延べ2735人 減免 ○ ○ 原則１年間

全学生 予算の範囲内 減免 〇 〇 経済的理由により入学料の納付が困難で、かつ学業優秀と認められる者 入学時

全学生 収入基準額で判断 減免 〇 〇 経済的理由により入学時の入学料納付が困難で、かつ学業優秀と認められる者 入学時

全学生 予算の範囲内 減免 〇 〇 経済的理由により授業料の納付が困難で、かつ学業優秀と認められる者 学期毎

授業料免除・徴収猶予申請者 申請状況による 減免 ○ ○ 経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ学業成績優秀と認められる場合 半期

学資負担者が居住する家
屋等の損壊等が証明され
た場合、または学資負担者
が死亡した者

被災状況及び申請状況による 減免 ○ ○ 学資負担者が居住する家屋等の損壊等が証明された場合、または学資負担者が死亡した者 半期

在学生 減免 ○ 学術研究優秀者 1年間

在学生 減免 ○ ○ 経済的理由及び前年次1年間の学業成績 1年間

全学生 ・資格・条件に適合する者 減免 ○ 経済的理由その他により授業料の納付が困難であること 半期分

全学生 ・資格・条件に適合する者 ○ 経済的理由その他により授業料の納付が困難であること 半期分

全学生 ・資格・条件に適合する者 減免 ○ 経済的理由その他により授業料の納付が困難であること 半期分

全学生 ・資格・条件に適合する者 ○ 経済的理由その他により授業料の納付が困難であること 半期分

全学生 ・14人 給付 ○ 成績優秀者 1回

全員 － 減免 ○ ○ ○
(1) 風水害等の災害を受け、授業料の納付が困難であると認められる者
(2) その他経済的理由により授業料の納付が困難であると認められる者
かつ、修学状況が良好で学修意欲がおう盛と認められる者

年度ごと

全員 － ○ ○ ○
(1) 風水害等の災害を受け、授業料の納付が困難であると認められる者
(2) その他経済的理由により授業料の納付が困難であると認められる者
かつ、修学状況が良好で学修意欲がおう盛と認められる者

年度ごと

全員 － 給付 ○ ○ 学業成績優秀で経済的理由のために就学困難な学生 年度ごと

全員 － 貸与（無利子） ○ けが等のためなどで急に一時金が必要になった学生 1回の申請につき1回

北海学園大学 在学生
25名（法務研究科）
ただし，在学者数により，
減少する場合あり。

給付 ○ ○ 学業成績を含めて極めて優秀と認められる者に経済事情を考慮して給付される。 １年間

青山学院大学 在籍者 資格・条件に適合するもの全員 貸与（無利子） 〇 就学していること。ただし、留年した場合は停止または廃止。 標準就業年限内

学習院大学 大学院 対象者全員 給付 ○ 公募制、金融機関で教育ローンを受けていること １年

授業料免除（後期） 全額免除

授業料免除（後期） 半額免除

授業料免除（前期） 全額免除

授業料免除（前期） 半額免除

入学料免除 入学料の免除

授業料免除（前期） 前期分授業料の免除

入学金免除 全額免除

入学金免除 半額免除

前期授業料免除 全学免除

前期授業料免除 半額免除

授業料免除（後期） 後期分授業料の免除

入学料免除 半額免除

入学料免除 入学料の全額又は半額

授業料免除 授業料の全額又は半額

後期授業料免除 全学免除

後期授業料免除 半額免除

授業料免除 授業料を全額若しくは半額免除

入学料免除 入学料免除

広島大学エクセレン
ト・スチューデント・
スカラシップ

後期の授業料を全額免除

広島大学フェニックス奨学生 一ヶ月10万円給付

授業料免除・徴収猶予
学期毎に授業料(402,000円)に

ついて半額又は全学を免除する。

授業料免除（震災特別枠）
学期毎に授業料(402,000円)に

ついて半額又は全学を免除する。

入学料徴収猶予 入学料徴収猶予

授業料免除 授業料免除

前期授業料減免制度 授業料全額/半額

前期授業料分納制度 授業料分納

学術研究優秀者に係る授業料免除 授業料年額全額又は半額免除

経済的理由による授業料免除 授業料年額全額又は半額免除

大学院生支援奨学金 165,000円

授業料減免制度 当該年度授業料相当額の全額及び半額

後期授業料減免制度 授業料全額/半額

後期授業料分納制度 授業料分納

短期貸与奨学金 最高20,000円

北海学園奨学生制度第１種  標準履修課程　月２万円長期履修課程　月１万円

授業料分納制度 当該年度授業料の分納

大阪市立大学奨学金 月額20,000円（年額240,000円）

青山学院万代奨学金 年間120万円を貸与

学習院大学教育ローン金利助成奨学金 5万円を上限とする支払金利分

京都大学

大阪大学

神戸大学

岡山大学

広島大学

九州大学

熊本大学

琉球大学

首都大学東京

大阪市立大学



成績 家計 その他 内容

資格・条件
支給・免除

期間
大学名 名称 対象

人数
又は
割合

（○／○）

種類  支給・免除内容

全研究科 定員なし 給付 ○
家計支持者もしくは学費負担者である学生本人が、東日本大震災における災害救助法が
適用された地域に居住しており、災害により被災に遭われた方

1年

全研究科 1 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 1 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 1 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 2 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 3 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 2 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 10 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 1 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 2 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 3 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 4 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 2 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

留学生 40 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 1 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 1 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 2 給付 ○ ○ 人物・学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学が困難な者 1年

全研究科 定員なし 給付 ○ 経済的理由により修学が困難な者 1年

新入生 定員なし 減免 ○ 激甚災害指定された被災地出身の新入生 1年

新入生 定員なし 減免 ○ 激甚災害指定された被災地出身の新入生 1年

学部生・大学院生
学部生・大学院生の
出願者で、経済的困窮度
の高い学生から50人

給付 ○ ○ ○ 人物・学業ともに優れ、経済的理由により修学が困難な学生 1年間

学部生・大学院生
私費外国人留学生の学部
生・大学院生の出願者で、学
業成績の高い学生から10人

給付 ○ ○ ○ 人物・学業ともに優れ、経済的理由により修学が困難な学生 1年間

学部生・大学院生
学部生・大学院生の
出願者で、経済的困窮度
の高い学生から50名

給付 ○ ○ ○ 人物・学業ともに優れ、経済的理由により修学が困難な学生 1年間

学部生・大学院生

教育後援会奨学金（家計）、
教育後援会奨学金（留学
生）、
百周年記念奨学金に出願し、
不採用者の中から10人以内

給付 ○
教育後援会奨学金(家計・留学生)と百周年記念奨学金に出願し、
不採用になった者から経済的困窮度の高い順に採用にする。

1年間

学部生・大学院生

駒澤大学教育ローン
・法科大学院提携コーンを
利用して学費等を納入したも
の

給付 ○
「教育ローン」または「提携ローン」を利用して学費等を納めた場合に、
経済的負担を軽減し学業の継続を資する事を目的として利子の一部

融資を受けた初年度

学部生・大学院生
主たる家計支持者
の死亡等により、
修学が困難になったもの

給付 ○ 主たる家計支持者の死亡等により、修学が困難になった学生 半年間

新入生 採用者数上限なし 減免 ○ ○ 学業良好・経済的理由で就学困難 1年

学部・大学院正規生 採用者数上限なし 減免 ○ ○ 学業良好・経済的理由で就学困難 1年

法学部・法科大学院生 8名 給付 ○ ○ 成績優秀で明確な進路目標を持つ者 1年

法学部・法科大学院生 12名 減免 ○ ○ 成績優秀で明確な進路目標を持ち、「リーガルライティング講座」を受講する者 1年

正規学生・院生 10 給付 ○ 災害罹災時 ・災害罹災時

正規学生・院生 10 給付 ○ 家計維持者もしくは学費支弁者の経済的困窮時 ・一人につき毎年度1回

大学院に在学中の学生 1 給付 ○ ○ 学業成績が優秀で，人物が優れているもの 当該年度のみ

大学院に在学中の学生 1 給付 ○ ○ 学業成績が優秀で，人物が優れているもの 当該年度のみ

在学生 1人（大学全体34人） 給付 〇 〇 〇 学業成績・人物ともに極めて優れている者 1年間

在学生 1人（大学全体111人） 給付 〇 〇 〇 学業成績・人物ともに優れている者 1年間

大学院学生 応募条件を満たす者 給付 ○ 主たる家計支持者の死亡・失業等による家計の急変に伴い、学業継続が困難になった学生に対して支給する。 1年間

大学院学生 応募条件を満たす者 給付 ○ しょうがい、傷病等のある学生の学業を奨励することを目的として支給する奨学金。 1年間

2年短縮型は2年次生
3年標準型は1・2年次生

応募条件を満たす者 給付 ○ 身体にしょうがいのある立教学院の児童・生徒・学生の学校生活の奨励を目的とする。 1年間

全学生 大学院生全体で35名 給付 ○ 経済支援が必要な者 1年（単年度）

全学生 大学院生全体で188名 給付 ○ 経済支援が必要な者 1年（単年度）

全学生 大学院生全体で2名 給付 ○ 申請時点で1年以内に家計急変があった者 1年（単年度）

全学生 大学院生全体で45名 給付 　　　○ 学業成績が極めて優秀なもの 1年（単年度）

全学生 大学院生全体で2名 給付 　　　 ○ 私費外国人留学生 1年（単年度）

学部生・大学院生 - 給付 ○ ○
採用年度限り
（再出願可）

大学院生 - 給付 ○
採用年度限り
（再出願可）

学部生・大学院生 - 給付 ○ ○
採用年度限り
（再出願可）

１・２・３年 寄付金の金額による 給付 ○ 家計支持者の失職、死亡または火災地震風水害等による家計の急変などにより、学業の継続に支障をかすもの １年

１・２・３年 年間１２名 給付 ○ 寄付者の申し出にあった者 １年

全員 給付

教育ローン
を利用して
学費を納
入した者

修業年限を上限とする

全員 ４名を限度 給付 ○ 志操堅実・学業優秀な学生各学年１名程度

全員 10名を限度 給付 ○ 本学（短大・大学院を含む）を卒業（修了）見込み、または、卒業（修了）した者で、本学に入学する者。

川越三田会奨学金 100,000

岐阜県連合三田会奨学金 100,000

慶應義塾東日本大震
災被災塾生特別奨学金 学費の範囲内

新宿三田会奨学金 100,000

仙台三田会奨学金 100,000

京都慶應倶楽部奨学金 100,000

讃岐三田会奨学金 100,000

100,000

広島慶應倶楽部奨学金 100,000

名古屋三田会奨学基金 100,000

奈良三田会奨学金 100,000

500,000

和歌山三田会奨学金 100,000

不動産三田会奨学金 100,000

八千代三田会奨学金 100,000

学費の範囲内

（入セ）大規模自然災害（激甚災害）被災地の受験生に対する特別措置（授業料） 授業料の範囲内

杉並三田会創立25周年記念奨学金 200,000

船橋三田会20周年記念奨学金 200,000

年額15万円

教育後援会奨学金（留学生） 年額20万円

百周年記念奨学金 月額2万円（総額24万円）

（入セ）大規模自然災害（激甚災害）被災地の受験生に対する特別措置（入学金） 入学金相当額

教育後援会奨学金（家計） 年額20万円

上智大学大学院新入生奨学金

授業料3分の1相当額/
授業料半額相当額/

授業料相当額

上智大学修学奨励奨学金
授業料3分の1相当額/
授業料半額相当額/

授業料相当額

駒澤大学教育ローン・法科大学院提携ローン利子補給奨学金 初年度分の利子相当額（上限７%）

家計急変学生に対する一時給付金制度 月額5万円(総額30万円)

学生災害見舞金 罹災程度による

特別就学支援金 500,000円

上智大学篤志家奨学金
（ソフィアLAWファンドA制度） 25,000円の図書カード

上智大学篤志家奨学金
（ソフィアLAWファンドB制度） 受講料の一部(27,000円)

100周年記念大学院特別奨学金 年額30万円

大学院奨学金 年額20万円

日本大学古田奨学金 ２０万円

日本大学ロバート・
Ｆ・ケネディ奨学金

２０万円

 立教学院竹田
鐵三神父奨励金 10万円

校友会給付奨学金 40万円

 立教大学緊急給与奨学金 30万円

 立教大学しょうがいしゃ
学業奨励奨学金 20万円

大隈記念奨学金 40万円

森正勝奨学金 33万円

小野梓記念奨学金 40万円

本橋金男・登志奨学金 25万円

神奈川大学激励奨学金 学業成績を含めて、極めて優秀と認められる学生

関東学院大学
緊急時給付奨学金

申請する学期の学費全学

米田吉盛教育奨学金
神奈川大学
修学支援奨学金

一定の成績基準を満たし、
勉学意欲がありながらも、
経済的理由により修学が困難な者

一般社団法人
神奈川大学宮陵会
大学院給付奨学金

神奈川大学を卒業後、本大学院に在学
し、
学業・人物ともに優れ、将来的志向が明確
な者

（公財）愛知大学教育研究
支援財団法科大学院特別
奨学金

年額50万円

（公財）愛知大学教育研究
支援財団法科大学院入学
時給付奨学金

年額50万円

関東学院大学冠奨学金 年間５～30万円

教育ローン援助奨学金
教育ローンの利子相当額（5％を上限
とする）保証委託は保証料相当額（10

万を上限とする）

慶應義塾大学

同窓会教育研究活動奨学金

駒澤大学

慶應義塾大学修学支援奨学金

山岡憲一記念外国人留学生助成基金学部・大学院在学生奨学金

浜松三田会奨学金

上智大学

大東文化大学

日本大学

法政大学

立教大学

早稲田大学

神奈川大学

関東学院大学

愛知大学



成績 家計 その他 内容

資格・条件
支給・免除

期間
大学名 名称 対象

人数
又は
割合

（○／○）

種類  支給・免除内容

 学部生・大学院生  全学で１０名以内 給付 ○ 学費支弁者の失職・破産・会社倒産・行方不明等による家計事情 １年

 学部生・大学院生  全学で10名 給付 ○ 学費支弁者が所有する住居の火災や風水害(災害救助法指定地域にみ)を受けた場合 １年

 学部生・大学院生  特に制限を設けていない 給付 ○ 教育資金融資を利用して学費の全部又は一部を納付し、その融資状況の証明ができる者 １年

学部生・大学院生 制限なし 減免 ○ 標準修業年限を超えて在学の上、1科目以内の履修登録者 申請学期

大学院生 制限なし 給付 ○ 本学学部・大学院を卒業・修了または中途退学をした者 入学後

学部生・大学院生 各学期50名以内 貸与（有利子) ○ ○ 学業成績が平均水準以上で家計状況が急に悪化した者 申請学期

在学生
大学内の各研究科
の学生数から按分

給付 ○ ○ 大学院生で、学業成績及び人物優秀者 当該年度

在学生 当該者全員 給付 ○
主たる家計支持者の死亡、疾病等または、火災、風水害等の被害により家計が
急変し、修学の意志があるにもかかわらず経済的に著しく困難となった者。 当該年度

出願者、在学生 当該者全員 給付 ○
災害援助法が適用された（又は外務省による国際緊急援助が行われた）大規模自然災害
により家計が急変し、修学が困難になった学生及び入学試験出願者。

災害発生の翌
期から１年間

在学生 当該者全員 給付 ○ 経済的な理由により、本学と提携する銀行の教育ローンを利用した者。 当該年度

在学生 校友会が指定する 給付 ○ ○ 人物優秀者で学業成績または体育技能優秀者 当該年度

大学院生 若干名 貸与（無利子） ○ ○
経済的理由のため修学、研究が困難で、日本学生支援機構第二種
奨学金を申込み、基準を満たしているにも関わらず不採用となった学生

当該年度限り

大学院生 若干名 貸与（無利子） ○ 家計支持者の死亡・失職等またはその他の理由により学費の納入が困難となった学生 １回限り

学部生・大学院生 100名以内 給付 ○ ○ 金融機関の教育ローンを利用して学費等を納入した学生 当該年度限り

学部生・大学院生 対象者全員 給付 ○ ○ やむを得ない事情により家計が急変した学生 １回限り

同志社大学 全学年 人数上限なし 貸与（無利子） ○ やむを得ない事情で一時的に生活費支弁が困難になった者 随時

在学生

人数は実績参照
割合は算出不可
（申請がある都度審査のうえ決
定)

貸与（無利子） ○ 本学大学院に在学する者で、本学の規定する事由に該当し、一時的又は緊急に生活資金の援助を必要とする者 各回

在学生

人数は実績参照
割合は算出不可
（申請がある都度審査のうえ決
定)

給付 ○ 各学部・研究科独自の国際プログラム参加者　等 各回

在学生 100名程度 給付 〇 〇 学業成績および世帯の家計支持者の収入 1年

在学生 480人 貸与（無利子） 〇 〇 世帯の家計支持者の収入および学業成績 1年

在学生 人数の制限はありません 貸与（無利子） 〇 家計支持者の死亡等、家計が急変した世帯 1年

在学生 人数の制限はありません 貸与（無利子） 〇 ５年以内に災害に遭い、家計が急変した世帯 １年

在学生 人数の制限はありません 貸与（無利子） ○ 大学で登録した保証人の了解を得た人 2ヶ月以内

在学生   適格者であれば原則採用 給付 ○

大学と提携する金融機関の教育ローンの借り入れを受け、
当年度中にその利子を支払ったもののうち
　－本人の年間総収入が以下の基準を超えない
　　　①給与所得　　　：１５００万円未満
　　　②給与所得以外：１０００万円未満

 １年間（標準修業年限数以内）

在学生   適格者であれば原則採用 貸与（無利子） ○
家計事情等やむを得ない理由により学費の支払いが著しく困難な者を対象。
原則として日本学生支援機構奨学金を最大限利用していることを条件とする。

在籍期間中、原則１回限り

福岡大学 1～3年次 若干人 貸与（無利子） ○ ○ 成績優秀・経済的困窮者 1年間

 中京大学教育資金融資援助
教育資金融資金に対し定方法で
算定された額/上限200万円/年額

一科目登録者減免 授業料・施設設備費

 中京大学緊急支援奨学金  学部生50万円/年額院生30万円/年額

 中京大学災害支援奨学金 20万円/年額

南山大学大学
院入学者奨学金

南山大学随時奨学金 授業料・施設設備費

大学院学業優秀奨学生 年額一律30万円

 入学金相当額（30万円）

利子補給奨学生

当該年度の学費を限度とする借入額
の支払利子に、教育ローン利用者の

年収に応じた給付率（50％または
100％）

校友会奨学生 校友会が決定する

修学援助B奨学生 年額一律30万円

大規模自然災害経済支援奨学生

授業料・施設費の年額又は1/2額（被
災状況による）、入学試験出願者は、

入学検定料、入学金の全額

京都産業大学
教育ローン利子給付奨
学金

上限５万円

京都産業大学応急
育英給付奨学金規程

半期学費相当額以内

京都産業大学
大学院貸与奨学金 月額６万円

京都産業大学大学
院特別貸与奨学金

半期学費相当額以内

関西大学グローバル奨学金・援助金

50,000円（但し、本学の給付
する奨学金を得ている

者はその差額分）

近畿大学給付奨学金 年額30万円

同志社大学短期貸付金
①一般貸付3万円以内
②特別貸付10万円以内

関西大学短期貸付金
原則30,000円までとし、
事情により50,000円まで

（1,000円単位）

年額60万円（原則）

近畿大学厚生資金 1回3万円まで

近畿大学奨学金 年額80万円

近畿大学応急奨学金 年額60万円（原則）

福岡大学奨学金 1,050,000円

利子補給奨学金

在学する課程におけるローンの当年度利
子相当額（本学合格後、ローンの借り入れ
を受け、入学前までに支払った利子相当
額については対象外とする。）

関西学院大学大学院緊急時貸与奨学金 学費全額相当

近畿大学災害特別奨学金

名城大学

京都産業大学

関西大学

近畿大学

関西学院大学

中京大学

南山大学


